
   

別表１ 
 
 事業再構築の措置の内容 

措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 

事業の構造の変更   

持株会社㈱日立電鉄ホールディングスは、その親会社であ

る㈱日立製作所から第三者割当増資を受ける。 

増資額：６５億円 

    (うち、３２億５千万円を資本金に組入れ) 

増資前の資本金：１千万円 

増資後の資本金：３２億６千万円 

増資の方法：㈱日立製作所に対する第三者割当増資  

増資予定日：平成１７年６月２８日（予定） 

租税特別措置法第８０条

の２（認定事業再構築計

画等に基づき行う登記の

税率の軽減） 

 

 

 

 

 
資本の相当程度の増加によ

る中核的事業の開始、拡大又

は能率の向上 

日立電鉄㈱は、持株会社㈱日立電鉄ホールディングスから

第三者割当増資を受ける。 

増資額：６３億円 

    (うち、３１億５千万円を資本金に組入れ) 

増資前の資本金：５億円 

増資後の資本金：３６億５千万円 

増資の方法：㈱日立電鉄ホールディングスに対する第三者 

     割当増資 

増資予定日：平成１７年６月２９日(予定) 

租税特別措置法第８０条

の２（認定事業再構築計

画等に基づき行う登記の

税率の軽減） 

 

株式交換による中核的事業

の開始,拡大又は能率の向上 

持株会社㈱日立電鉄ホールディングスを完全親会社とし、

日立電鉄㈱を完全子会社とする株式交換を行う。 

①完全親会社となる会社 

名称：㈱日立電鉄ホールディングス 

住所：茨城県日立市幸町三丁目４番６号 

代表者の氏名：大野 健二 

資本金：１千万円(増資後：３２億６千万円) 

②完全子会社となる会社 

名称：日立電鉄㈱ 

住所：茨城県日立市幸町三丁目４番６号 

代表者の氏名：代表取締役 大野 健二 

資本金：５億円 

③実施時期：平成１７年１０月１日（予定） 

注）株式交換に際しては、日立電鉄㈱の株式を保有する株

主へ株式に代えて現金を交付することとし、一株当たりの

交付金の額については、両者による総合的な判断に基づく

協議の上、決定する予定。 

法第１２条の９（合併等

に際してする特定金銭等

の交付に関する特例） 

 

営業譲渡または会社の分割

による中核的事業の開始、拡

大又は能率の向上 

対象事業：不動産事業、リース関連事業等 

譲渡・移管先：今後交渉により決定 

取引価額：今後交渉により決定 

 



   

合併による中核的事業の開

始、拡大又は能率の向上 

次に挙げる、関連子会社３社の合併を行う。 

・合併する会社 

㈱日立電鉄バス 

住所：茨城県日立市東町一丁目９番１号 

 代表者：大野 健二 

 資本金：９千万円 

 

 日立電鉄観光㈱ 

茨城県日立市幸町一丁目４番７号 

 代表者：瀬谷 光昭 

 資本金：４千万円 

 

 ㈱日立電鉄サービス 

茨城県日立市東金沢町三丁目２番２１号 

 代表者：田所 克則 

 資本金：４千万円 

 

・合併後の会社(名称未定) 

住所：茨城県日立市 

 代表者：大野 健二 

 資本金：９千万円 

 

・合併予定日 

 平成１７年１０月１日（予定） 

 

事業革新   

 
第 2 条第 2項第 2 号ハ 

 

   中核的事業に位置付けているバス事業について、そ 

 の事業の安定・拡大を図る観点から、乗合バスについ 

 て、路線毎の損益管理、ダイヤの再編、自治体との調整 

 を図った上で、今般新たに「つくばエクスプレス」が 

 開業される中、事業革新として日立市を中心とする地元 

 企業(主に㈱日立製作所関連企業)とタイアップした、高 

 速バス路線「日立市－守谷駅線」を新設し、守谷駅と 

 直結することにより、定時運行を向上させ、かつ費用 

 的にも割安な出張手段として、首都圏への企業出張者 

 を新たに取込むことから、この計画を事業革新として 

 位置付けたい。 

なお、現行の旅客流動については、年間１７，５２０ 

人の旅客数を見込んでいる。また、現行の JR特急運 

賃と比較すると、「つくばエクスプレス」の運賃を含 

め３５％程度安い運賃設定が可能である。 

今般この高速バスについて、営業政策として回数券割引 

制度(割引率１１.９％)を導入することにより需要喚起 

を図りたいと考えている。 

この事業における売上は、平成２０年５月までに、全体 

売上高の１．４％とする計画である。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


